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平成29年第11回北上市教育委員会定例会 

 

 

１  日   時   平成 29年 9月 27日（水）  10時 00分  

 

２  場   所   北上市和賀町岩崎  鬼の館  

 

３  議事日程   別紙  

  

４  会議に出席した委員  

  小  原  善  則  

  薄  衣  景  子  

  高  橋  きぬ代  

  髙  橋  善  郎  

照  井   渉  

 

５  説明のため出席した職員  

 【 教 育 部 】 

   総 務 課 長  菅  野  和  之  

   学校教育課長   髙  橋   亨  

   子育て支援課長  高  橋  博  信  

   文 化 財 課 長  高  橋    博  

   学校給食センター所長  千  田  研  洋  

   鬼 の 館 館 長  島  津  秀  仁  

   中 央 図 書 館 長 補 佐  鈴  木   順  

  

 【まちづくり部】  

   まちづくり部長  阿  部  裕  子  

生 涯 学 習 文 化 課 長  八重樫  信  治  

   スポーツ推進課長  高  橋   剛  

 

６  議事の大要  

教育長の事務報告後、議事が行なわれ、付議された次の協議案１件が原案のと

おり可決、承認された。  

   

協議第 23号  北上市児童生徒就学援助支給規則の一部改正について  
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 以下、会議の概要は次のとおりでした。  

 

（開会  10時 00分）  
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教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただいまから平成 29年度第 11回北上市教育委員会定例会を

開催いたします。  

ただいまの出席者は５人であります。  

定足数に達しておりますので、会議は成立いたしておりま

す。  

日程第１、会期の決定を行います。  

今定例会の会期は本日１日といたしたいと思います。これに

御異議ございませんか。  

 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり。）  

 

異議なしと認めます。よって、会期は本日１日と決定いたし

ました。  

次に、日程第２、教育長事務報告に入ります。  

 

それでは、教育長事務報告を行います。  

資料は、定例会日程の次のページをご覧ください。  

今定例会では、先月に引き続き、市内児童生徒の活躍のご報

告と、日程には記載されておりませんが、小学生のキャリア教

育に関する事業である「鬼っジョブ〜北上おしごとパーク２０

１７」について、及び、岩手県中学校英語弁論大会について報

告いたします。  

最初に、９月４日 (月 )、黒沢尻北小学校の課外合唱部の皆さ

んの表敬訪問がありました件について報告いたします。  

９月４日 (月 )、市長応接室に、合唱部代表の皆さんがお出で

になりました。８月に行われた岩手県大会で金賞を受賞したこ

とにより、表敬訪問をいただいたものですが、「ＮＨＫ音楽コ

ンクール東北大会に出場します」と、とても力強くハキハキと

ご挨拶をいただきました。副市長さんからは、合唱曲をぜひご

披露してくださいとのお願いがあり、市庁舎の２階で執務され

ているほとんどの市職員が応接室に駆けつけました。  

多くの市職員の皆さんを前に、澄んだ歌声で、声量もたっぷ

りの合唱が庁舎内に響き渡り、素晴らしい歌声をご披露いただ

きました。駆けつけた市職員の皆さんからは、とても大きな拍

手をいただき、市としてもステキな激励の場になりました。歌

声は、さすが、昨年度、東北第一代表として全国コンクールに

出場した素晴らしいもので、今年度の東北大会も期待されると
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ころでしたが、東北大会は、９月 10日 (日 )、宮城県名取市文化

会館で行われ、私は、応援には駆けつけることはできませんで

したが、結果は、東北大会第３位にあたる「銀賞」とのことで、

２年連続の全国大会出場は惜しくも叶いませんでした。  

今年度の代表権は東北から１校とのことでした。  

今後開催される  ＴＢＳ系列の「子ども音楽コンクール」で

も同校は、東北大会に出場いたしますので、次こそは全国大会

出場を期待したいものです。  

なお、同日、９月 10日 (日 )には、全国吹奏楽コンクール中学

校小編成の部の東北大会が、仙台市泉区で開催され、岩手県代

表の江釣子中学校が出場いたしました。  

こちらの方は演奏の時間に間に合うことができ、私も鑑賞し

てまいりました。  

たいへん素晴らしい演奏で、ほとんどの生徒が楽器を中学校

に入って練習したとは思えない演奏で、しかもたいへん難しい

曲への挑戦でしたが、演奏終了と同時に、詰めかけた観衆から

大きな拍手をいただき、とても素晴らしい演奏でした。  

江釣子中学校は、東北地区第一代表権を獲得する金賞を受賞

し、２年前に続いて２度目の「東日本大会」に出場することに

なりました。  

江釣子中学校は、今年度創立７０周年を迎え、11月４日には、

記念式典を控えておりますが、記念事業に花を添えた全国大会

出場となり、生徒・保護者の皆さん、そして地域の皆さんはた

いへん喜んでおります。  

小編成の部の全国大会にあたる『東日本大会』は、10月 14日

(土 )、宇都宮市で開催されます。頑張ってきて欲しいと期待し

ております。  

次に、９月 17日（日）、さくらホールにおいて、北上青年会

議所主催、北上市教育委員会後援の「第５回鬼っジョブ〜おし

ごとパーク 2017〜」がたいへんな盛り上がりの中で、開催され

ました。  

定員 4 0 0名という募集に、参加料 2,000円という有料事業に

も関わらず、今年度も募集開始１日で、定員に達する盛況ぶり

でした。  

今年度で５回目となるキャリア体験事業ですが、市内の青年

会議所の皆さんが各事業所の協力を得て、介護士、銀行員、消

防士、新聞記者、大工職人、ダンサー、ネイリスト、美容師、
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パティシエ、保育士、薬剤師、医師等々、約 20種類以上の職を

一日体験できるイベントで、小学４年生から６年生が対象で

す。  

当初は、青年会議所に所属する皆さんの職業やサービス業が

多かったのですが、一昨年からは、ぜひ、北上市内に不足して

いる医療関係の特に、医師の体験なども工夫していただけない

かとの申し入れを行い、素晴らしい取り組みをしていただいて

います。  

さくらホールは、全館貸し切りの状態で、たくさんの小学生

の一生懸命な参加と、定員漏れとなった  見学だけの親子連れ

など、たくさんの来場者で熱気に溢れておりました。  

次に、日程には掲載しておりませんが、９月７日（木）第 67

回岩手県中学校英語弁論大会が盛岡市サンセールを会場に行

われました。  

県内中学校から弁論スピーチ部門に 65名、中学３年生の暗唱

部門に 79名、中学１・２年生の暗唱部門に 79名が参加した今年

度の英語弁論大会でした。  

昨年度、和賀東中学校：阿部さんが優勝、飯豊中学校：鎌田

さんが第３位にそれぞれ入賞し、「高円宮杯第 66回全日本中学

校英語弁論大会」全国大会に出場した大会ですが、今年度は、

別紙の通り、弁論スピーチ部門で、上位６位までの入賞のうち、

第１位に、上野中学校の松浦さん、第２位に湯田中学校の髙橋

さん、第５位に江釣子中学校の堀切君が入賞しました。  

また、３年生暗唱の部門では、第４位に上野中学校の佐々木

さんが入賞し、１年・２年生の暗唱部門では、和賀西中学校の

小原さんが第２位に入賞、第３位には上野中学校の八重樫さ

ん、第５位には北上中学校の依田さんがそれぞれ入賞いたしま

した。  

英語教育に力を入れてきている北上市教育委員会としては、

一つの成果として、たいへん嬉しく思っております。  

このような素晴らしい成果と共に、地域をあげて英語力の向

上が図られることが最終的な目標でもありますので、今後も子

供たちの英語力向上に向けた取り組みを推進してまいりたい

ものと思っております。  

市議会の報告につきましては、第 2 2 5回北上市議会通常会議

が、今週９月 29日 (金 )まで続いておりますので、次回、10月の

定例教育委員会において、ご報告申し上げることにさせていた
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学校教育課長  

 

 

 

 

 

 

 

 

教  育  長  

 

 

 

学校教育課長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

だきます。  

以上で、教育長の事務報告を終わります。  

ただいまの報告について、御質問がございましたならお願い

致します。  

 

 (「なし」と呼ぶ者あり。 ) 

 

それでは日程第３、協議に入ります。  

初めに、協議第 23号北上市児童生徒就学援助支給規則の一部

改正について協議題といたします。  

それでは協議案第 23号について、議案の朗読を省略して直ちに

提案理由の説明を求めます。学校教育課長  

 

ただいま上程になりました協議第 23号北上市児童生徒就学

援助費支給規則の一部を改正する規則について、協議理由を申

し上げます｡  

 経済的な理由により就学困難な児童・生徒の保護者に対し学

用品や給食費等の援助を行う就学援助費について、国の補助金

交付要綱の改正に準拠し、新入学児童生徒学用品費を入学前に

支給できるように改正しようとするものであります。  

よろしく御協議賜りますようお願い申し上げます｡  

 

 ただいま提案されました協議案第 23号について、御質問等が

ありましたならばお願いします。  

 補足の説明はありますか。  

                           

配布資料をご覧ください。  

国の補助金要綱が改正になったことにより、６月に単価の見

直しを実施しております。  

今回は入学前支給についても可能にするとことでの規則改

正です。  

今回決定されることにより、来年度の入学生から入学前支給

を実施したいと考えております。  

 検討の中で様々な心配な点がありましたが、入学前支給を可

能にする手続きについては、学校事務職員と協議し、スムーズ

な手続きができるよう進めておりますし、支給になる方は、北

上市に在住する市内の学校に通学する児童生徒が対象ですが、
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教  育  長  

 

照井委員  

 

 

学校教育課長  

 

教  育  長  

 

 

 

教  育  長  

 

 

 

 

教  育  長  

 

認定後の３月末に家庭の事情で転居する場合もないとは言え

ないと思いますが、その場合の対応については、生活保護の支

給と同様に返還は求めないこととすることで進めたいと考え

ております。  

 

御質問ございますか。  

 

確認ですが、この改正によって実際に支給されるのが、３月

１日からとなるのですか。  

 

 はい。そうです。  

 

 その他ありますか。  

 

(「なし」と呼ぶ者あり。 ) 

 

では、協議案第 23号について、原案のとおり可決することに

御異議ございませんか。  

 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり。）  

  

御異議なしと認めます。  

以上で本日の会議を閉じさせていただきます。   

 

 

（閉会  10時 14分）               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


